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【参考】令和７年分で変更となった求人倍率

変更前 変更後 変更前 変更後
　令和７年

１月
２月 1.26 1.28 2.03 2.04

３月 1.31 1.30 2.06 2.03

４月 1.30 1.29 1.93 1.95

５月 1.30 1.28 1.88 1.92

６月 1.30 1.28 1.95 1.98

７月 1.28 1.27 2.01 2.00

８月 1.25 1.25 1.96 1.95

９月 1.26 1.25 1.95 1.96

10月 1.22 1.23 1.97 1.96

11月 1.21 1.23 1.95 1.93

12月 1.19 1.22 1.80 1.82

　令和６年以前の分については、別紙〔福島県〕有効求人倍率の推移、〔福島
県〕新規求人倍率の推移をご参照ください。

　福島県の新規、有効求人倍率の季節調整値についても新たな季節指数に基づき再計算
を行い、改定することになりました。これにより令和７年１２月以前の公表済みの求人
倍率について変更が生じることになりますので、ご注意願います。

統計内容月
有効求人倍率 新規求人倍率

1.27 1.28 2.13 2.07

　失業率や求人倍率などの月次統計には、季節的な要因で毎年同じような動きがあり、
「季節変動」と呼ばれています。月次統計において、前月や前々月と比較分析する場合
には、原数値では季節変動による変化分が含まれ比較ができないため、季節変動の影響
を取り除き、真の傾向を見やすくする必要があります。これが「季節調整」となりま
す。
　季節変動パターンを表す季節指数は、向こう１年間の季節指数を暫定的に決め、１年
経過後過去にさかのぼり、指数を再計算することになるため、既に公表した数値を改定
することがあります。これを季節調整値替えといい、求人倍率などの職業安定業務統計
では、毎年１月分公表時に行っています。

季節調整値の改定について

令和8年2月
福島労働局

  厚生労働省及び各都道府県労働局発表の求人倍率の数値は、季節的要素を除去した季
節調整値（※詳細は、別添２参照。）を使用しています。
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